
水島信用金庫 

 

「みずしん運転免許自主返納支援定期預金」規定 

＜運転免許証自主返納カード（おかやま愛カード）所有のお客さま限定＞ 

 

第 1条（預金契約の成立） 

当金庫は、お客さまからこの預金に係る、当金庫所定の申込書の提出を受け、これを承諾したときは、

当該預金に係る契約が成立するものとします。 

 

第 2条（自動継続） 

（1）この預金は、満期日に前回と期間が同一の「スーパー定期預金」に自動的に継続します。継続され

た預金についても同様とします。 

（2）この預金の継続後の利率は、継続日における金額・期間が同一の「スーパー定期預金」の店頭表示

利率とします。ただし、この預金の継続後の利率について別の定めをしたときは、その定めによる

ものとします。 

（3）この預金の一部支払いはできません。 

 

第 3条（中途解約時の取扱い） 

当金庫がお客さまからの解約請求に応じる場合、当金庫が債権回収のためにこの預金を解約する場合、

反社会的勢力の排除に係る条項により解約する場合など、この預金を満期日前に解約する場合および

「預金積金共通規定」第７条の規定により解約する場合には、その利息（以下「期限前解約利息」とい

います。）は、預入日（継続をしたときは最後の継続日。以下、同じ。）から解約日の前日までの日数お

よび預入期間に応じて、定期預金・定期積金共通規定（別表）の掛目を約定利率に乗じた利率（小数点

第４位以下は切捨てます。）によって計算し、この預金とともに支払います。 

 

第 4条（規定の準用） 

本規定に定めのない事項については、当金庫の他の規定、規則等当金庫の定めるところによるものと

します。当金庫の他の規定、規則等は、当金庫所定の方法により告知します。  

 

第 5条（規定の変更） 

当金庫は、お客さまの事前の承諾なく本規定の内容を変更する場合があります。その場合には、当金

庫は変更日・変更内容を、当金庫所定の方法により告知し、変更日以降は変更後の内容により取り扱う

ものとします。 

 

 

この預金には、本規定のほか、前記「預金積金共通規定」、「定期預金共通規定」および「定期預金・

定期積金共通規定（別表）」が適用されるものとします。 

 

以上 

 

【2025 年 8 月 13 日現在】 


